
（別添２）

意⾒招請からの変更点
※インデントや書式の修正は未記載

項番 ページ 章番号 修正前 修正後 修正理由

1 仕様書 P6 1 ⽤語の定義 記載なし
30 法⼈番号システム 法⼈の識別を⽬的とした番号を付与・管理し、
法⼈情報を提供する国税庁のシステム。当システムとは、令和8年度か
ら法⼈番号検索機能として、API連携する予定

現⾏システムの外部連携先を明確にするため、追記した

2 仕様書 P8 2.4 調達の概要 2.4 情報システムの概要 2.4 調達の概要
同章で調達スコープについても述べていることから、章の⾒出
しを変更した。

3 仕様書 P8 2.4.2 対象 記載なし 2.4.2 対象
システム概要と調達の対象が明確でなかったことから、構成を
変更し、章を追加した。

4 仕様書 P12 3.2 調達案件の⼀覧 記載なし ※⼯程管理⽀援事業者の調達は現在検討中。
⼯程管理⽀援事業者の調達が決定していない状態であるため、
追記した。

5 仕様書 P13 4 情報システムに求める要件に関する事項

 現⾏システムにおいて、規格ごとの処理状況等を含めた予
実管理の連携が煩雑となっていることに起因して、運⽤負荷
が増加している状況を踏まえ、規格の処理ステータスや補⾜
情報の⼊⼒を可能として情報の連携性を⾼める等、業務改善
に資する取り組みを検討し、担当職員と協議の上、適切な対
応策を実施すること。

 現⾏システムにおいて、規格ごとの処理状況等を含めた予実管理の連
携が煩雑となっていることに起因して、運⽤負荷が増加している状況も
あり、下表の内容が改善の検討項⽬として挙がっている。具体的には、
規格の処理ステータスや補⾜情報の⼊⼒を可能として情報の連携性を⾼
める等、業務改善に資する取り組みが想定されるため、これらについ
て、優先度や改善効果を検討し、担当職員と協議の上、適切な対応策を
実施する。なお、下表において優先度を⾼としている対応については、
必須の対応とすること。

アプリケーションの改善についても具体性に⽋けていたため、
具体的内容を追記した。

6 仕様書 P13 4 情報システムに求める要件に関する事項 記載なし

表6 JISプロセス改善項⽬（案）
1 e-JISC上での操作マニュアル掲載 各業務のヘッダに操作マニュアルリ
ンクを設定。操作マニュアルはPDF、3ファイル想定 優先度 ⾼
2 JIS作成の流れと作業内容の可視化 規格の参照画⾯で当該規格のス
テータス区分を名称に変換し、画⾯上に表⽰。併せて、当省にて作成す
るJIS策定の全体像が分かる画像を掲載（1画⾯想定） 優先度 ⾼
3 JIS規格登録時の担当者⼊⼒欄と検索機能追加 担当者欄追加（画⾯数
1〜2、DB1テーブル、1項⽬想定）、検索機能追加（画⾯数1想定） 優
先度 中
4 JIS及びTS/TR詳細画⾯への備考⼊⼒・表⽰欄の追加 備考欄追加（画⾯
数2、DB2テーブル、∟1項⽬想定） 優先度 低

No.5と同様

7 仕様書 P14 5.1.1 プロジェクト実施計画書及び実施要領

5.1.1 サービス提供実施計画書及び実施要領ｋ
 ①サービス提供実施計画書の作成

 (ア)契約締結⽇より10営業⽇以内に作業体制、導⼊スケ
ジュール等を⽰した「サービス提供実施計画書」を作成し、
担当職員の承認を得ること。

 (イ)「サービス提供実施計画書」には、以下の項⽬について
記述すること。

5.1.1 プロジェクト実施計画書及び実施要領
① プロジェクト実施計画書の作成
(ア) 契約締結⽇より10営業⽇以内に作業体制、導⼊スケジュール等を
⽰した「プロジェクト実施計画書」を作成し、担当職員の承認を得るこ
と。
(イ) 「プロジェクト実施計画書」には、以下の項⽬について記述する
こと。

本調達はサービス提供ではなく、システムの移⾏開発プロジェ
クトであるため、記載を修正した。

8 仕様書 P14 5.1.1 プロジェクト実施計画書及び実施要領 (5) サービス提供⼿法 記載なし No.7と同様。サービス提供⼿法は削除した。

9 仕様書 P14 5.1.1 プロジェクト実施計画書及び実施要領

② サービス提供実施要領の作成
 (ア)受注者は、サービス提供業務の管理⽅法、⼿順及び遵守

事項等について定めた「サービス提供実施要領」を作成し、
担当職員の承認を得ること。

 (イ)「サービス提供実施要領」には、以下の項⽬について記
述すること。

② プロジェクト実施要領の作成
 (ア)受注者は、本業務の管理⽅法、⼿順及び遵守事項等について定めた

「プロジェクト実施要領」を作成し、担当職員の承認を得ること。
 (イ)「プロジェクト実施要領」には、以下の項⽬について記述するこ

と。

No.7と同様。記載を修正した。

10 仕様書 P14 5.1.1 プロジェクト実施計画書及び実施要領

③ 受注者は、サービス提供に当たり、サービスの提供⼜は
保守を効率的に実施するため、ネットワーク等に係る命名規
約等を定めた標準を作成し、サービス提供実施要領の⼀部と
して担当職員の確認を受けること。

③ 受注者は、移⾏開発に当たり、サービスの提供⼜は保守を効率的に
実施するため、ネットワーク等に係る命名規約等を定めた標準を作成
し、プロジェクト実施要領の⼀部として担当職員の確認を受けること。

No.7と同様。記載を修正した。

11 仕様書 P14 5.1.2 進捗管理
① 「サービス提供実施計画書」作成時に定義したスケ
ジュールに基づく進捗管理を⾏うこと。

① 「プロジェクト実施計画書」作成時に定義したスケジュールに基づ
く進捗管理を⾏うこと。

No.7と同様。記載を修正した。

12 仕様書 P15 5.1.4 課題管理

① 担当職員の指⽰に従い、「サービス提供実施計画書」、
「サービス提供実施要領」、「WBS（WBSD（Work
Breakdown Structure Dictionary）を含む）」、「課題管理
表」といったプロジェクト管理に必要とされる資料を作成
し、提出すること。

① 担当職員の指⽰に従い、「プロジェクト実施計画書」、「プロジェ
クト実施要領」、「WBS（WBSD（Work Breakdown Structure
Dictionary）を含む）」、「課題管理表」といったプロジェクト管理に
必要とされる資料を作成し、提出すること。

No.7と同様。記載を修正した。

13 仕様書 P16 5.1.6 会議

表5 会議体
1 キックオフ会議 「サービス提供実施計画書」及び
「サービス提供実施要領」に基づく本業務の計画、管理要領

 等の合意契約締結⽇より10営業⽇以内

表7 会議体
1 キックオフ会議 「プロジェクト実施計画書」及び「プロジェクト

 実施要領」に基づく本業務の計画、管理要領等の合意契約締結⽇より10
営業⽇以内

No.7と同様。記載を修正した。

14 仕様書 P16 5.2.1 移⾏開発の準備作業

5.2 第6期e-JISCに係るサービス提供に係る作業
5.2.1 サービス提供のための準備作業
① 受注者は、「別紙1 要件定義書」の要件を満たすため
のサービス検討及び作業を⾏い、「表6 納⼊成果物」に記
載の成果物を作成すること。また、成果物について担当職員
の承認を受けること。

5.2 第6期e-JISCに係る移⾏開発作業
5.2.1 移⾏開発の準備作業
① 受注者は、「別紙1 要件定義書」の要件を満たすための移⾏開発
検討及び作業を⾏い、「表8 納⼊成果物」に記載の成果物を作成する
こと。また、成果物について担当職員の承認を受けること。

No.7と同様。記載を修正した。

15 仕様書 P16 5.2.2 テスト作業
③ 受注者は、「テスト計画書」に基づき、各テストの実施
状況を記載した「テスト結果報告書」を作成し、担当職員に
報告すること。

③ 受注者は、「テスト計画書」に基づき、各テストの実施状況を記載
した「テスト結果報告書」を作成し、担当職員に報告すること。なお、
いずれかのテストにて、法⼈番号システムとの連携テストを含めるこ
と。

法⼈番号システムとのテストは外部連携テストであるため、調
整等に係る⼯数を考慮し、明記した。



項番 ページ 章番号 修正前 修正後 修正理由

16 仕様書 P16 5.2.2 テスト作業

④ 受注者は、担当職員並びに第6期e-JISC⼯程管理事業者
とシステム環境を提供するための⽇程等を調整の上、提供を
開始すること。なお、提供の開始に際しては、受注者が環境
構築並びにテスト作業等で⽤いたデータ等について初期化等
を実施すること。また、受注者は、アプリ稼働環境構築完了
後、「アプリ稼働環境構築作業結果報告書」を作成し、担当
職員に報告すること。

④ 受注者は、担当職員とシステム環境を提供するための⽇程等を調整
の上、提供を開始すること。なお、提供の開始に際しては、受注者が環
境構築並びにテスト作業等で⽤いたデータ等について初期化等を実施す
ること。また、受注者は、アプリ稼働環境構築完了後、「アプリ稼働環
境構築作業結果報告書」を作成し、担当職員に報告すること。

⼯程管理⽀援事業者の調達が決定していない状態であるため、
記載を削除した。

17 仕様書 ー 5.2.6 引継ぎ
② 受注者は、本システムで使⽤したデータ領域について、
本契約の終了時に完全消去を⾏い、担当職員に消去した旨の
報告を⾏うこと。

記載なし
本プロジェクトは本番環境・試⾏環境の構築が⽬的であるた
め、データ削除の旨を削除した。

18 仕様書 P17 5.2.6 引継ぎ 記載なし

② 受注者は、次期運⽤事業者および当省の担当者と協議のうえ引継ぎ
計画を策定すること。
③ 受注者は、引継ぎ計画に則り次期運⽤事業者に対し、e-JISCの運⽤
業務に必要となる⼿順について説明することで、業務の移管が完了した
ことを次期運⽤事業者および当省の担当者と合意すること。

次期運⽤事業者との引継ぎについて記載がなかったため、追記
した。

19 仕様書 P17〜18  5.2.7教育 記載なし

 5.2.7教育
 ①受注者は、次期運⽤事業者および当省の担当者と協議のうえ、次期e-

JISCの利⽤者に向けて必要となる教育計画を策定すること。なお、教育
計画には、教育の対象者、スケジュール、実施内容、実施⽅法（集合研
修、テキスト配布等）、教材等を記載すること。

 ②教育の実施スケジュールについては、貴省の担当者と事前に調整した
上で確定すること。ただし、遅くとも本システム運⽤開始の 4 週間前ま
でに教育を完了し、本システムを利⽤した業務開始前までに⼗分な習熟
期間を確保できるようにすること。

 ③受注者は、教育計画に則り、次期e-JISCの利⽤者向けマニュアルや
FAQ等の説明資料を作成するとともに、その内容について次期運⽤事業
者および当省の担当者と合意すること。

新たなシステムについては、⼀部機能の改修が⼊るが職員への
教育の記載がなかったため、追記した。

20 仕様書 P18 5.2.8 運⽤ 記載なし
5.2.8 運⽤
① 受注者は、「別紙1 要件定義書」の「3.12.運⽤に関する事項」に
⽰す事項を踏まえ、運⽤に係る機能を適切に実装すること。

意⾒招請にて、運⽤に係る要件が不明確である旨のご意⾒をい
ただいたため、追記した。

21 仕様書 P18〜19 6.1 納⼊成果物

表6 納⼊成果物
6 設計資料
（機能設計書、データ設計書、画⾯設計書、システム⽅式設
計書、ソフトウェア⽅式設計書、外部インターフェース設計
書、情報セキュリティ設計書、各種詳細設計書等。設計書の
種類によってはシステム定義書等による代替も可。受注後、
当省担当職員と調整すること。） サービス提供開始前
13 ソフトウェア⼀式 サービス提供開始前
14 ソースプログラム サービス提供開始前
15 実⾏形式プログラム サービス提供開始前
16 各種定義ファイル サービス提供開始前
21 運⽤実施要領 サービス提供開始前
22 運⽤マニュアル サービス提供開始前
23 操作説明書 サービス提供開始前

表8 納⼊成果物
6 設計資料
（機能設計書、データ設計書、画⾯設計書、システム⽅式設計書、ソフ
トウェア⽅式設計書、外部インターフェース設計書、情報セキュリティ
設計書、各種詳細設計書等。設計書の種類によってはシステム定義書等
による代替も可。受注後、当省担当職員と調整すること。） 令和9年3
⽉末
13 ソフトウェア⼀式 令和9年3⽉末
15 ソースプログラム 令和9年3⽉末
16 実⾏形式プログラム 令和9年3⽉末
17 各種定義ファイル 令和9年3⽉末
22 運⽤実施要領 稼働開始前
23 運⽤マニュアル 稼働開始前
24 操作説明書 稼働開始前

⼀部成果物について、納期を令和9年3⽉末に修正した。修正理
由はNo.7と同様。

22 仕様書 P19 6.1 納⼊成果物
表6 納⼊成果物
サービスレベル同意書 サービス提供開始前

表8 納⼊成果物
7 サービスレベル同意書（案） 令和9年3⽉末

サービスレベル合意は運⽤保守事業者が作成・合意するもので
あるため、納期を令和9年3⽉末に修正したうえで（案）とし
た。納期の修正理由はNo.7と同様。

23 仕様書 P19 6.1 納⼊成果物 記載なし
表8 納⼊成果物
14 環境構築⼿順書 稼働開始前

次期運⽤事業者との引継ぎに際して、開発環境構築の効率化を
図るため、環境構築⼿順書を追加した。

24 仕様書 P21 7.1 作業実施体制

⑨ 第６期e-JISCの設計・構築において、当省が意図しない
変更及び機密情報の窃取等が⾏われないことを保証する管理
が、⼀貫した品質保証体制の下でなされていること。当該品
質保証体制を証明する書類（例えば、品質保証体制の責任者
及び各担当者がアクセス可能な範囲等を⽰した管理体制図）
を提出すること。本調達に係る業務の遂⾏における情報セ
キュリティ対策の履⾏状況を確認するために、当省が情報セ
キュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受注者は情
報セキュリティ監査を受け⼊れること。また、役務内容を⼀
部再委託する場合は、再委託されることにより⽣ずる脅威に
対して、情報セキュリティを確保すること。

⑨ 第６期e-JISCの設計・構築において、当省が意図しない変更及び機
密情報の窃取等が⾏われないことを保証する管理が、⼀貫した品質保証
体制の下でなされていること。当該品質保証体制を証明する書類（例え
ば、品質保証体制の責任者及び各担当者がアクセス可能な範囲等を⽰し
た管理体制図）を提出すること。本調達に係る業務の遂⾏における情報
セキュリティ対策の履⾏状況を確認するために、当省が情報セキュリ
ティ監査の実施を必要と判断した場合は、受注者は情報セキュリティ監
査を受け⼊れること。また、役務内容を⼀部再委託する場合は、再委託
されることにより⽣ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保するこ
と。なお、⼯程管理⽀援事業者の有無については、現在検討中である。

⼯程管理⽀援事業者の調達が決定していない状態であるため、
追記した。

25 仕様書 P21 7.1 作業実施体制 図3 作業実施体制
図3 作業実施体制
※図の差し替え

⼯程管理⽀援事業者の調達が決定していない状態であるため、
記載を修正した。

26 仕様書 P23〜24 9.1.2 公的な資格及び承認等の取得

① 本業務に従事する部⾨が「JIS Q 27001」⼜は「ISO/IEC
27001」に基づく認証を取得していること。なお、事業部単
位で認証を受けている場合は、当該事業部が本業務の実施体
制に参画すること。

① 応札者は、以下の条件を全て満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、
「ISO/IEC27001」⼜は「ISMS」の認証を有していること。
(イ) 「JIS Q 15001」に適合した個⼈情報保護マネジメントシステムを
有することについて、第三者の制度による認証を受けていること。
(ウ) 個⼈情報を扱う情報システムのセキュリティ体制が適切であるこ
とを第三者機関に認定された事業者であること。

情報セキュリティと個⼈情報保護に関する認証に関する記載が
誤っていたため、記載を修正した。

27 仕様書 P24 9.1.2 公的な資格及び承認等の取得

② 本業務に従事する部⾨が「ISO 9001」を取得しているこ
と。若しくはCMMI レベル3以上、⼜はこれと同等の認証を
受けていること。なお、事業部単位で認証を受けている場合
は、当該事業部が本業務の実施体制に参画すること。

② 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件
を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」⼜は｢
ISO9001」（登録活動範囲が情報処理に関するものであること。）の認
定を、業務を遂⾏する組織が有していること。
(イ) 上記と同等の品質管理⼿順及び体制が明確化された品質マネジメ
ントシステムを有している事業者であることを証明すること。

品質マネジメントシステムに関する認証に関する記載が誤って
いたため、記載を修正した。

28 仕様書 P27 11.4 契約不適合責任に関する事項 記載なし
⑨ 契約不適合責任について、本要件と本契約書等その他契約不適合に
定める本契約の各規定が相違する場合、本要件の規定を優先すること。

契約不適合責任に関する記載が不⾜していたため、追記した。



項番 ページ 章番号 修正前 修正後 修正理由

29 仕様書 P27〜28 11.5 著作権等 記載なし

④ 本システムが利⽤するクラウドサービス（IaaS、PaaS等）の契約
及び管理権限は当省に帰属するものとし、受注者は当省の指⽰に従い、
当該権限の設定・移管等を円滑に実施するものとする。また、当省が指
定する第三者への権限移管等についても、受注者は協⼒するものとす
る。

運⽤保守事業者への移管を円滑に⾏うため、追記した。

30 仕様書 P28 11.6 標準ガイドライン等の遵守 記載なし

本業務の実施に当たっては、原則として「デジタル・ガバメント推進標
準ガイドライン」等に記載された事項を遵守すること。
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
また、今後契約期間中に当該⽂書が改定された場合には、それに従うこ
ととするが、より良い作業の進め⽅について提案がある場合には、主管
課に提案、協議の上、当該提案に基づき実施してもよい。

本システムの構築にあたり、守るべきガイドラインを明確にす
るため、追記した。

31 仕様書 P28 11.8 ⼊札公告期間中の資料閲覧等

13 特記事項
⑥ ⼊札予定者は、本業務内容を適切に把握するため、適合
証明書提出前に、e-JISCの開発環境、e-JISCが動作する環境
についての情報が記載された設計書等及び規定等のドキュメ
ント類を、担当職員⽴会の下、当省内において閲覧するこ
と。なお、閲覧を希望する場合には、以下のメールアドレス
にその旨を連絡の上、後⽇、担当職員から返信される電⼦
メールの指⽰に従い閲覧すること。
メールアドレス：bzl-e-jiscteam@meti.go.jp

本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料について
は、当省内にて担当職員⽴会いの下、閲覧可能とする。なお、応札希望者は、
資料閲覧を必須とする。資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連
絡の上、閲覧⽇時を調整すること。
① 資料閲覧場所
東京都千代⽥区霞が関1-3-1 本省内会議室

② 閲覧⼿続
応札希望者は商号、連絡先、閲覧希望者⽒名を別紙2「資料閲覧申請書兼守秘
義務誓約書」に記載の上、閲覧希望⽇の5⽇前までに提出すること。

③ 閲覧時の注意
閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には利⽤しないこと。ま
た、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。

④ 連絡先
イノベーション・環境局 基準認証政策課 基準認証調査広報室
メール bzl-e-jiscteam@meti.go.jp

⑤ 事業者が閲覧できる資料⼀覧
閲覧に供する資料の例を次に⽰す。
(ア) 現⾏の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル
(イ) 次期システムに係る最新動向調査報告書
(ウ) 過去の検討資料等

資料閲覧について、記載が不⼗分であったため、追記した。ま
た、記載箇所を「13 特記事項」の⑥から「11.8 ⼊札公告期間
中の資料閲覧等」に変更した。

32 要件定義書 P3 1.2.1 業務の範囲 記載なし
表 2 業務の範囲
運⽤要件 3.12 次期運⽤事業者が円滑に運⽤を実施できるための準備
に係る要件

意⾒招請にて、運⽤に係る要件が不明確である旨のご意⾒をい
ただいたため、No.32に⽰す事項を追記した。これに伴い、本
表にも要件を追記した。

33 要件定義書 P7〜8 3.7.1 情報セキュリティ対策要件
次期e-JISCにおける情報セキュリティ対策として、「表 8
情報セキュリティ対策要件」を提供すること。

次期e-JISCにおける情報セキュリティ対策として、「表 8 情報セキュ
リティ対策要件」を提供すること。加えて、包括的なセキュリティに対
する要件として、クラウドサービスプロバイダが提供するベストプラク
ティス、及び内閣府が提供する『政府機関等のサイバーセキュリティ対
策のための統⼀基準』を踏まえたセキュリティ対策を実施すること。

政府が所管する情報システムのセキュリティについて、順守す
べきルールについて明確化した。

34 要件定義書 P13 3.8.4 ソフトウェア要件
(2) サーバ証明書には、政府認証基盤（GPKI）を利⽤する
こと。

(2) サーバ証明書には、政府認証基盤（GPKI）または⺠間の証明書を
利⽤すること。

現状のe-JISCがGPKI経由で⺠間の証明書を使⽤していること
が判明したため、追記した。

35 要件定義書 P16 3.8.5 ネットワーク要件
(4) 政府認証基盤（GPKI）のサーバ証明書を利⽤すること
し、必要な作業を実施すること。

(4) 政府認証基盤（GPKI）または⺠間認証局のサーバ証明書を利⽤す
ることとし、必要な作業を実施すること。

No.34と同様。


